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終了事由発生後、速やかに行う。 
 
（１）ＬＳシステムマイページにログイン 
（２）登録した事件の一覧から該当の事件の「詳

細」をクリック 
（３）ＬＳ報告画面で「終了事由発生登録」をク

リックする 
（４）終了事由発生日と終了事由等を入力し、「確

認」をクリックすると、確認画面が表示さ
れる 

 登録内容を確認し、「送信」をクリックする 
 
※事件に付随する「死後事務委任契約」「遺言

執行」「死因贈与」がある場合、該当の事務
区分にチェックをつける 

LS システムによる終了
・ ・

報告書の提出方法 
『終了事由発生登録』（随時） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業務支援機能 
 法定後見事件又は任意後見事件の「業務支援機能」では、基本情報にて本人の氏名または略称、
家裁報告締日等の基本情報を登録することができる（家裁報告締日は法定後見事件のみ）。また、出
納帳機能を利用して日々の収支を記帳することで、現金預貯金の残高や収支の状況を容易に確認す
ることができる。なお、記帳情報は Excel ファイル出力することができる。さらに、財産目録機能を
利用して本人の財産の情報を登録することができる。 
 さらに、出納帳機能で入力した現金・預貯金の情報や記帳データは、業務報告の現金・預貯金残
高タブや期間収支実績タブに反映させることができる。財産目録機能で入力した財産の情報は、業
務報告の財産概要タブに反映させることができる。 
 詳細は、ＬＳシステムマイページの上部の「マニュアル」の『ＬＳシステム会員マイページ用マ
ニュアル（業務支援編）』を参照。 
 
 なお、ここで示す「業務支援機能」とはＬＳシステム自体に装備された機能を指す。 
 すでに各社の業務支援ソフト（ベンダーソフト）を利用している場合は、上記機能を含む各種機
能が備わった当該ソフトを使用した方が利便性は高まる。また、各社ソフトにも業務報告へ入力デ
ータを反映させる連携機能は備わっている。詳細は各自の業務支援ソフトのマニュアルを参照され
たい。 
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（１） ＬＳシステムマイページにログイン 
（２） 登録した事件の一覧から該当の事件の「詳

細」をクリック 
（３） 「業務報告」をクリックすると左の写真の

ような画面が表示されるので、「はい」をク
リック 
ただし、終了事由発生登録をあらかじめ行
っている場合であっても、未報告の遂行報
告がある場合には、「遂行報告しますか？」
の確認画面が表示されるので、全ての未報
告の遂行報告を送信すると、「終了報告しま
すか？」の確認画面が表示されるようにな
る 

『終了報告』（原則として、終了事由発生日から３か月以内） 
 
●報告時期 
 原則、終了事由が発生した後、管理財産の引渡しを行い、終了事由発生日から３か月以内に終了報告を実施す
る。この場合、財産引渡時の財産目録を作成した上で「（財産引渡済

・
の）終了報告」を行う【この期間内に並行し

て家裁への管理計算の終了を報告する（原則、任務終了から２か月以内）】。  
  終了事由発生日から３か月以内にあって、財産引継が未了のまま遂行報告の時期（４・８・１２の各月）が到
来した場合、到来した遂行報告締日を財産調製日とする初回の「（財産引渡未了

・ ・
の）終了報告」を行う（継続事件

の遂行報告と同様）。 その後、何らかの事情により引継未了の状態が長期化する場合、上記報告の残高日付（基
準日）の翌日を初日とし、遂行報告時期に合わせた「（財産引渡未了

・ ・
の）終了報告」を継続して行う必要があり、

管理財産の引継を終え「（財産引渡済
・

の）終了報告」まで必要となる。 
 
●報酬報告 
 報酬受領時に、ＬＳシステムにて「報酬報告」を行う。「（財産引渡済

・
の）終了報告」及び「報酬報告」の双方

がされて事件終了となる。 
 
●終了報告の手順 
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（４）終了事由等 
 「報告情報」の「今回報告残高日付（基準日）」

について 
 ①財産引渡完了

・ ・
→「財産引渡時」で財産引渡日

を入力する 
 ②財産引渡未了

・ ・
→「その他」で到来した遂行報

告締日を入力する 
 
 「管理財産引渡し」の「引渡しが必要な財産の有

無」について 
 ①「有（引渡し済み）」にチェックを入れた場合 
  →引渡完了日を入力する 
 ②「有（引渡し未済）」にチェックを入れた場合 
  →その理由を入力する 

 「管理財産の引渡し先」 
 「相続人」の場合、本人との続柄を入力する 
 
 ※終了報告の「報告情報」欄において今回報 

 告残高日付（基準日）を「財産引渡時」と選
択した場合のみ、「管理財産の引渡し」欄の
「有（引渡し済み）」の選択と、引渡完了日の
入力ができる 

（５）監督事務 
後見類型が後見監督、保佐監督、補助監督、
任意監督の場合のみ入力する必要がある 
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（６）現金・預貯金残高 
報告基準日時点の残高を入力する 
※自己の管理する現金出納帳、病院や施 

設、親族の預かり金出納帳の残高を
入力する 

※現金記号「１（会員保管）」は会員が保 
管している現金の金額を記入するよ
うに固定されている。会員が保管して
いない現金については、現金記号「２
（会員以外保管）」以降に分けて入力
する。 

※金融機関名等を入力することはでき 
ないため、添付する通帳の写しには、
記号番号の記載を行う 

※定期性預貯金を報告する場合、現金・ 
預貯金残高に入力した金額と添付資
料が示す金額を合致させる 

※会員が現金を１０万円以上管理して 
いる場合、その理由を「備考欄」に入力
する 

（７）財産概要 
変動がない場合、入力は不要である 
 
①不動産の売却等を行った場合、「削除」 

をクリックする 
また、「処分（担保設定含む）した財産」
の「有」をクリックし、処分した財産、
処分した日、処分した理由等を入力す
る 

②財産の内容に追加がある場合、「追加」 
をクリックして入力を行う 

③財産の内容に変更・修正がある場合、 
「編集」をクリックすることで内容の
修正が可能である 

※保険契約がある場合、備考欄に保険金 
額（受取金額）も記載する。 

※未分割の遺産がある場合、「その他の 
資産」に以下の記載例のように概要を
入力する。 
種類 亡父の遺産 
数量 宅地 
備考 法定相続分２分の１ 

 
 

 
 

 
 

１円単位で入力すること 

死後事務に対応するため預金か
ら下ろしています。その中から
報酬も受領予定です。 
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（８）期間収支実績 
後見類型が後見、保佐、補助の場合のみ入
力する必要がある。 
ＬＳシステムでは、毎回の報告で期間収
支実績の報告を行う必要がある 
※適当な収支項目が存在しない場合、「追 

加」をクリックすることで、任意の収支
項目の作成が可能となる 
使用する収支項目にチェックを入れた
ら、「設定反映」をクリックして表示さ
れた画面で「OK」をクリックする 

※必ず１円単位で入力する 
※期間中の全部の収支金額について、入 

力する必要がある 
※自己の報酬については、「支出」→「会 

員報酬」の中から支出項目を選択する。 
※家裁と協議したものがある場合、該当 

する収支項目の「家裁協議有」欄にチェ
ックをする 

※親族等への金銭の貸付け、贈与等の特 
別な支出がある場合、「備考欄」に判断
した理由等を入力する 

※「雑収入」や「雑費」が多額となる場合、 
項目を一つにまとめずに収支項目を分
けて作成して入力する 

※期間収支実績の入力をすると、「①報告 
期間全体収支合計」と「②現金・預貯金
残高の変動額−会員立替金」の差額が
表示される 
通常、この差額が０円以外になること
はないが、差額が発生した場合はその
理由を記載する。 

※５万円を超える臨時収入又は臨時支 
出がある場合、収支項目欄若しくは備
考欄に具体的な内容を書くこと（裏付
け資料の添付が必要） 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

１円単位で入力すること 
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（１０）相談・支援等 
支部への相談事項がある場合は、入力を行
う 

 

（９）臨時収支 
後見類型が後見監督、保佐監督、補助監督、
任意監督の場合のみ入力する必要がある 

 
※年間収支予定等については年額で、臨 

時収支実績については１円単位で入力
する 

 

 
 
 

 

年額を入力すること 

１円単位で入力すること 
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（１１）添付ファイル 
以下のファイルを添付する 
① 預貯金通帳 
② 現金出納帳 
③ （５万円を超える）臨時収入又は臨時支

出の裏付け資料 
④ （最終の報酬付与）審判書 
⑤ 財産引継ぎ書（財産目録を合綴した受領

書） 
 

※前回した遂行報告から終了事由の発生ま
での間に（最終のものではない）報酬を受
領していた場合、当該審判書も併せて添付
する 

※報酬受領後、報酬報告をしていなかった
場合、ＬＳシステムにて「報酬報告」をす
る 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＤＦデータ添付上の注意点 
【全般】 
☞添付書類は全てＰＤＦファイルを添付する方法にて提出する。 
☞各書類は別ファイルにせず、【その他】に１データにまとめて添付する。ただし１ファイルのサイ

ズが９ＭＢを超える場合は送信できないので、モノクロデータやより低い解像度にするなどし、
やむを得ない場合は複数のファイルに分割する。  

☞ＰＤＦファイル名は（管理番号.pdf）とし、個人名などを避ける。  
 例外的に複数データを添付する場合のファイル名も（管理番号‐1.pdf）と枝番号を振る。 
☞添付ファイルのうち、個人の特定につながるような情報はマスキングする。  
 
【通帳】 
☞確認すべき金額に下線や付箋などで印をつけ、また「現金・預貯金残高」タブの預貯金欄の記号

番号を明記する。  
☞できるだけ、記号番号順に並べる。 
☞通帳画像の添付は、前回の基準日の翌日から今回の基準日までの動きを示す範囲のもので足りる

（おもて表紙等の画像添付は不要）。 
☞ＬＳへの報告時の「残高証明書」（ＰＤＦファイル）の添付は任意となっている。 
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（１２）事務の内容 
変化がある場合は入力を行う 

※信託案件は、「備考欄」に進捗状況を入 
力する 

※保佐から後見へ移行するなどの類型変 
更があった場合、保佐（旧類型）事件に
ついては終了事由発生登録をし、終了
報告をする。後見（新類型）事件につい
ては新たな事件番号で新規事件登録を
して、就任報告をする 

 
（１３）入力を終えたら「送信」をクリックして

終了 
 
※入力した内容について印刷したもの 

で確認したい場合、「プレビュー」をク
リックする 
表示されたプレビュー画面で右クリ
ックをして印刷を選択することで、遂
行報告として入力した内容を印刷す
ることができる 

 
※入力した内容を途中で保存したい場 

合、「一時保存」をクリックする 
一時保存を行わずに画面を閉じた場
合、入力内容が消えるので注意する 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 詳細については、ＬＳシステムマイページの上部の「マニュアル」の『ＬＳシステム会員マイページ用マニュ
アル（業務報告・報酬報告・会費確認編）』を参照する。 


